
�愛媛県告示第１４６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町第三土地改良区（新名称・小松町第三

土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、周桑郡小松町妙口北川土地改良区（新名称・小松町

妙口北川土地改良区）の定款の変更を認可した。

平成１７年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１４６５号
愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規程（昭和４０年１１月

愛媛県告示第１０３７号）は、告示の日限り廃止する。ただし、

廃止前の愛媛県林業構造改善事業費補助金交付規程第１３条及

び第１４条の規定による補助金の返還等については、なお従前

の例による。

平成１７年７月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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